
平成１５年３月１９日
各　位

株式会社 りそな銀行

「ブランチ・イン・ブランチ」の実施について

　株式会社りそな銀行（頭取 勝田 泰久）は、経営合理化の一環として重複店舗の統廃合を検
討しておりますが、今般、その合理化効果の前倒し策として「ブランチ・イン・ブランチ」の
実施を決定しましたのでお知らせいたします。
  来年度中までに計３３店舗での実施を予定しており、本件による合理化効果は年間約４０億
円を見込んでおります。

１． 「ブランチ・イン・ブランチ」の概要
「ブランチ・イン・ブランチ」とは、りそな銀行の旧大和銀行店舗と旧あさひ銀行店舗の
２つの支店が、将来の統廃合を前提に、１つの店舗内にて営業を行うものです。
なお、「ブランチ・イン・ブランチ」は統廃合ではなく移転であるため「店番」「口座番号」
は、変更いたしません。

２． 効 果
・ りそな銀行の旧大和銀行店舗、旧あさひ銀行店舗において、システムの一本化の状況に
関わらず早期に重複を解消
・ 店舗賃借料等の物件費削減や人員削減による合理化効果の早期実現
・ 本件実施により、「経営健全化計画」における店舗統廃合での物件費削減について一部
前倒しの実現（年間約４０億円）

３． 実施日
　　　 平成１５年５月１９日（月）以降、順次実施

４． 対象店
平成１５年５月に実施する対象店は以下の４ヶ店ですが、順次実施店舗を拡大し、来年度
中までに３３店舗での実施を予定しています。

受入れる店舗 住　所 移転する店舗

（関西地区）

大阪営業部 大阪市中央区備後町 2-2-1 大阪中央営業部

橿原支店 奈良県橿原市内膳町 5-2-29 八木支店

（関東地区）

東京営業部 東京都千代田区大手町 1-1-2 大手町営業部

世田谷支店 東京都世田谷区三軒茶屋 2-16-11
渋谷支店
三軒茶屋特別出張所


